
 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』  
利尻富士町物価高騰重点支援給付金（令和６年度新たな非課税及び均等割りのみ課税世帯

分）の申請について 

福祉課福祉介護係 
 

デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世

帯の生活の安定を図るため、利尻富士町または他市町村から令和５年度住民税非課税世帯及

び住民税均等割のみ課税世帯に対しての給付金の対象とならなかった、令和 6 年度住民税非

課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯（定額減税前）に対して本給付金を支給します。 
 

【送付書類】 ※10 月 24 日（木）付けで対象世帯へ通知書・確認書を送付しています 
 

・通知書が届いた方 

→ 10 月 10 日（木）に通知書記載の口座へ支給予定ですので、口座変更及び受給 

拒否される方以外は手続きの必要はありません。送付の書類をご参照ください。 
 

 ・確認書が届いた方 

→ 給付金を受給するためには手続きが必要です。送付の書類をご参照ください。 
 

〇給付金支給額   ：1 世帯あたり 10 万円（該当児童１名あたり５万円の加算あり） 
 

〇給付金の支給時期 ：確認書を役場へ提出された方は受理した日から原則２５日以内 
 

〇支給対象となる世帯：①世帯の全員が令和 6 年度「住民税均等割のみ」が課されている世帯 

           ②世帯のいずれかが、令和 6 年度「住民税均等割のみ」が課されて 

おり、その他いずれもが「住民税均等割が非課税」の世帯 

           ③世帯の全員が令和 6 年度「住民税均等割が非課税」の世帯 
 

※本給付金の対象となる基準の日は令和 6 年 6 月 3 日となります。また、世帯の全員が、 

住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。 
 

〇給付金の手続き 

 役場より給付内容や確認事項が書かれた『確認書』を送付していますので、中身を確認・ 

必要事項を記入の上、役場に返送してください。 
 

※口座情報の記載のない方は基本的には受取口座確認書類の写し・本人確認書類の写しが必

要になります。 
 

☆世帯の中（世帯全体）に、令和 6 年１月２日以降に転入した方がいる場合 

 右下の QR コードを読み取りのうえ、HP にて支給要件等を確認していただき、該当とな

る場合には申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に提出してください。 
 

○確認書・申請書の期限：令和 6 年 10 月 31 日まで 

            （書類については福祉課福祉介護係または 

鬼脇支所までご提出ください。） 

【お問い合わせ】 

利尻富士町役場福祉課 TEL：0163-82-1113 受付時間：平日 8：30～17：15 
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利尻富士町職員を募集しています. 

総務課総務係 

利尻富士町職員を募集していますので、受験希望の方は下記によりお申し込みください。 
 

１．募集職種・採用予定者数・受験資格 

職 種 一般行政職（事務職） 

採用予定者数 若干名 

年 齢 要 件 35 歳以下の方 

受 験 資 格 学校教育法における高等学校以上を卒業見込み又は卒業した方など 
 

２．募集期限及び申込み方法       

 (１)募集期限 … 令和 7 年 2 月 28 日（金）まで 

 (２)申込み方法 

  採用試験受験申込書は、利尻富士町役場総務課総務係で直接受け取るか、利尻富士町ホ

ームページからダウンロードして必要書類を提出してください。 

  郵送で提出の場合は、封筒の表に「採用試験受験申込」と朱書きをして下さい。 

３．試験日程等 

  試験の詳細については、利尻富士町ホームページをご覧ください。 
 

４．採用年月日 

  令和 6 年度中または令和 7 年 4 月 1 日を予定しております。※応相談 
 

 【問い合わせ・書類提出先】 

  利尻富士町役場 総務課総務係 ＴＥＬ：0163-82-1112（総務課直通） 

●利尻富士町では「保健師」・「土木技術職」・「電気技術職」等を募集しています。 

詳細は役場ホームページをご確認ください。 
 

令和 6 年度 シニア健康フェスティバル開催のお知らせ （鬼脇・鴛泊地区合同開催） 

利尻富士町社会福祉協議会 
 

『令和 6 年度シニア健康フェスティバル』を下記のとおり開催いたします。 

身体に負担をかけずに、楽しく体を動かしましょう！ 

お誘い合せの上、ご参加ください！！（昼食は、お弁当を用意いたします。） 

と  き  10 月 31 日（木）10：00 ～ 12：30 

と こ ろ  総合交流促進施設りぷら 集会室 

内  容  ジャガイモパーク・倒してポン・玉入れ・ビンゴ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

※参加希望（65 歳以上）の方は、10 月 15 日（火）までにお申込み下さい。 

申込先 社会福祉協議会 電話 ８２－２７９１ 

■鴛泊地区 送迎車輌運行時間（各バス停でお待ちください） 

○雄忠志内 ⇒ 野 塚 ⇒ 湾 内 ⇒ 港 町 ⇒ りぷら着 

9:30     9:33     9:36      9:38     9:45 

○大 磯   ⇒ 本 泊 ⇒ 富士岬 ⇒ りぷら着 

9:30      9:33    9:40     9:45 

■鬼脇地区 送迎車輌運行時間（各バス停でお待ちください） 

○野 中 ⇒ 南 浜 ⇒ 沼 浦 ⇒ 鬼脇 1 ⇒ 鬼脇 2 ⇒ 清 川 

9:00     9:05     9:10     9:15      9:20  9:25 

二 石 ⇒ 石 崎 ⇒ 旭 浜 ⇒ 鰊 泊 ⇒ りぷら着 

9:28     9:30     9:32     9:35     9:45 
 



１ 陸上自衛隊高等工科学校（生徒）採用試験 

 本制度は、中学校卒業後、将来の陸上自衛官を養成しつつ提携校の高等学校卒業資格を得

る制度（毎月学生手当支給有、所在地：横須賀） 

（１）区分：推薦 

応募条件 
男子で中卒（見込含）１７歳未満の成績優秀かつ顕著な実績を修め、学校

長が推薦できる方 

受付期間 １０月１日～１１月２９日 

試験期日 令和７年１月１１日～１３日 いずれか１日を指定 

合格発表 令和７年１月２３日 

（２）区分：一般 

応募条件 男子で中卒（見込含）１７歳未満の方 

受付期間 １０月１日～令和７年１月１６日 

試験期日 
１次 令和７年１月２５日又は２６日 いずれか１日を指定 

２次 令和７年２月１３日～１６日 いずれか１日を指定 

合格発表 １次 令和７年２月６日 最終 令和７年２月２８日 

２ 防衛大学校・採用試験 

 本制度は、将来、自衛隊で幹部自衛官として、部隊のリーダーとなる制度 

区分：一般 

応募条件 １８歳以上２１歳未満の方（高卒者（見込含） 

受付期間 既開始～１０月１７日 

試験期日 １次：１１月２日 ２次：１１月３０日～１２月４日 いずれか１日を指定 

合格発表 １次 １１月２０日 最終 １２月２７日 

３ 自衛官候補生・採用試験 

本制度は、任期付自衛官として勤務する程度 

応募条件 １８歳以上３２歳までの方 

受付期間及び試験期日 

１０月実施分 

受付：既開始～１０月１７日 

学科（ｗｅｂ試験）：１０月２１日～２６日 いずれか１日を指定 

面接・身体検査：１０月２７日又は２８日 いずれか１日を指定 

受付期間及び試験期日 

１１月実施分 

受付：１０月１８日～３１日 

学科（ｗｅｂ試験）：１１月４日～９日 いずれか１日を指定 

面接・身体検査：１１月１０日又は１１日 いずれか１日を指定 

受付期間及び試験期日 

１２月実施分 

受付：１１月１日～１２月５日 

学科（ｗｅｂ試験）：１２月９日～１４日 いずれか１日を指定 

面接・身体検査：１２月１５日又は１６日 いずれか１日を指定 

※合格発表の期日は、別途案内します。 

４ 一般曹候補生（第３回目）・採用試験 

本制度は、部隊の中核として、現場で技術、技能を発揮する制度 

応募条件 １８歳以上３２歳までの方 

受付期間 １０月１日～１１月２８日 

試験期日 
１次 １２月７日～１２日 いずれか１日を指定 

２次 令和７年１月６日～１３日 いずれか１日を指定 

合格発表 １次 １２月２３日 最終 令和７年１月３０日 

■お問い合わせ先 

〒097-0001 稚内市末広 5 丁目 6 番 1 号 稚内地方合同 5 階 

自衛隊旭川地方協力本部稚内地域事務所 電話 0162-33-1227 

自衛官等募集のご案内 

自衛隊稚内地域事務所 



北海道と市町村による共同催告の実施について 

会計課税務こくほ係 
 

北海道と市町村は、個人住民税の収入確保を図るため、全道統一的な滞納整理の取組とし

て、個人住民税を滞納している方に共同で催告書を発付します。 

個人住民税を滞納している方は速やかに納税するようお願いします。 

また、詳細については下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 
 

 

 

10 月は「不正軽油防止強化月間」です。 

宗谷総合振興局税務課課税係 
 

不正軽油は悪質な犯罪行為です。脱税によって公正な市場競争を阻害するだけでなく、環

境汚染や健康被害にも繋がります。 

不正軽油を「作らない」「売らない」「買わない」「使わない」を実践しましょう。 
 

不正軽油を見た、聞いたという場合は 

 「不正軽油ストップ１１０番 ０８００－８００２－１１０」 
まで情報をお寄せください。 

 

フェリー運賃の改定・島民の自動車航送運賃割引の一部訂正について 

企画政策課 
  

9 月１８日発行のお知らせ「りしり富士」に掲載しておりました内容に誤りがございまし

たので下記のとおり訂正し、お知らせ致します。 
 

誤：訂正前【旅客運賃】 

区  間 区 分 
9 月 30 日まで 10 月 1 日から 

普通運賃 住民割引運賃 普通運賃 住民割引運賃 

鴛泊～稚内 

大人（2 等） 2,990 円 

 

1,470 円 

 

3,590 円 

（+600 円） 

1,360 円 

（-110 円） 

小人（2 等） 1,500 円 

 

740 円 

 

1,800 円 

（+30 円） 

680 円 

（-120 円） 

 

正：訂正後【旅客運賃】 

 

お問い合わせ 北海道宗谷総合振興局税務課課税係（0162-33-2913〈直通〉） 

 

区  間 区 分 
9 月 30 日まで 10 月 1 日から 

普通運賃 住民割引運賃 普通運賃 住民割引運賃 

鴛泊～稚内 

大人（2 等） 2,990 円 

 

1,470 円 

 

3,590 円 

（+600 円） 

1,360 円 

（-110 円） 

小人（2 等） 1,500 円 

 

740 円 

 

1,800 円 

（+300 円） 

680 円 

（-60 円） 

9/30と10/1からの小人運賃の差額を訂正 

【道税の納税に関する問い合わせ先】  【町税の納税に関する問い合わせ先】 

〒097-8558            〒097-0101 

稚内市末広４丁目２－２７       利尻富士町鴛泊字富士野 6 番地 

北海道宗谷総合振興局 税務課     利尻富士町役場 会計課税務こくほ係 

電話（0162）33－2519       電話（0163）82－2123 
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お知らせ『りしり富士』  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

～弁護士が無料での相談を実施します～ 

主催：旭川弁護士会 

  ◆日時 ：令和６年１０月２５日（金）午前９時～１１時３０分（お一人３０分） 

◆場所 ：利尻富士町 総合交流促進施設「りぷら」（交流室） 

◆ご予約・お問い合せ・担当弁護士 

稚内ひまわり基金法律事務所 池田 慎介（旭川弁護士会所属） 

 電話番号０１６２-２４-７９００ 

* 予約がなくても相談できますが、予約された方が優先ですのでご了承ください。 

◆相談例 ：借金問題 離婚問題 相続に関する問題 交通事故 労災 刑事事件  

悪徳商法 ご近所トラブル 賃貸借（土地・アパート・マンションなど）その他 

        ～ 相談料は無料ですので、お気軽にご利用ください。～ 

  ※利尻町においても実施しますので、都合の悪い方はこちらに来ていただくことも可能です。 

・日時 場所 １０月２５日（金）午後１時～午後３時３０分 利尻町交流促進施設どんと 

＊＊名寄公証役場公証人による無料相談会も同日開催です＊＊ 
法務大臣から任命された公証人が、次のような相談に無料で応じます。 

    ・遺言のほか、老後のための任意後見など 

    ・離婚する際の慰謝料、養育費、年金分割など 

※ご予約・お問い合せ：名寄公証役場公証人 電話/FAX ０１６５４-３-３１３１ 

* 予約がなくても相談できますが、予約された方が優先ですのでご了承ください 

「行政相談」及び「人権擁護」特設相談所合同開設のお知らせ 
◆9/1～10/31 まで行政相談月間です◆ 

 
下記の日程にて「暮らしのなんでも相談所！人権擁護委員と合同開催!!」を開設します。 
 
○ 行 政 相 談…役場に申請をしたが、手続きが進まない。道路が崩れていて危険。 

窓口に行きづらい等々行政分野の要望・苦情についての相談に応じます。 
 

○ 人権擁護相談…架空請求、育児の悩み、近隣との争い、家庭内トラブル（夫婦・離婚・ 
      扶養・相続）、借地、借家、不動産売買、金銭貸借、学校での「いじめ・ 

体罰」等多岐の相談に応じます。 
 

難しい手続きもありませんし、相談は無料です。相談内容についての秘密は堅く守られま
すので、どうぞお気軽にお越しください。 
※ 日 時  令和 6 年 10 月 24 日（木）午前１０時から午後３時まで     

   場 所  総合交流促進施設 りぷら（交流室） 

             行政・人権擁護相談員 佐 藤 千恵子(鴛泊字栄町) 

                人権擁護相談員 味 噌 律 子(鬼脇字鬼脇) 

無料法律相談会のお知らせ 
～弁護士が無料での相談を実施します～ 
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